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感染症対策に関することに係る個人情報を目的外に提供すること

及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略並びにコンピュ

ータ処理について（答申） 

 

  ２０２２年（令和４年）１月２５日付けで諮問（第１１２１号）された

感染症対策に関することに係る個人情報を目的外に提供すること及び目

的外に提供することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理につ

いて，次のとおり答申します。 

 

 

１  審議会の結論 

  (1) 藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７号。

以下「条例」という。)第１２条第２項第４号の規定による個人情報

を目的外に提供する必要性があると認められる。  

  (2) 条例第１２条第５項ただし書の規定による個人情報を目的外に提

供することに伴う本人通知を省略する合理的理由があると認められ

る。 

 (3) 条例第１８条の規定によるコンピュータ処理を行うことは，適当で

あると認められる。 

 

２  実施機関の説明要旨 

  実施機関の説明を総合すると，本事務を執行するに当たり個人

情報を目的外に提供する必要性及び目 的外に提供することに伴う

本人通知を省略する合理的理由並びにコンピュータ処理を行う必

要性は，次のとおりである。  

(1) 諮問に至った経過 

新型コロナウイルス感染症は，これまで人類が直面したことのない

新たな疾病であることから，特にその発生初期の段階では情報が限定

され，現在においてもなお不明な点が多い。このため，多くの市民が

感染に対する不安を抱きながらの生活を強いられているが，こうした

状況下において，行政が提供する情報は，不安軽減のみならず，市民

一人一人が感染を避け，まん延を防止するための行動をとるための重

要な判断材料となる。 

本市では２０２２年（令和４年）１月１９日現在，累計７，６４８



人の陽性者が発生しており，これは神奈川県内で４番目に多い感染者

数であり，今なお歯止めがきかない状況に瀕している。  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第４条の

規定により，国民は，感染症に関する正しい知識を持ち，その予防に

必要な注意を払うよう努める，とされているが，そのためには，これ

まで以上に有益な判断材料を市民に対して提供し，危機意識の向上を

図っていく必要があると考える。 

また，地域の実情及び市民の需要に即した情報提供を実施するに当

たっては，これまでのコロナ対応で培われた保健所の経験，患者本人

から収集した患者情報に加えて，専門的知見を基とした分析・研究が

必要不可欠であると考え，学校法人慶應義塾大学看護医療学部（以下

「ＳＦＣ」という。）と共同研究事業に関する協定を締結し，進める予

定である。 

以上のことから，患者情報を新たにコンピュータ処理し，ＳＦＣに

目的外に提供する必要があることから，条例第１２条及び第１８条の

規定に基づき，藤沢市個人情報保護制度運営審議会に諮問するもので

ある。 

(2) 個人情報の目的外提供について 

ア  個人情報を目的外に提供する必要性 

疫学や公衆衛生に関して専門的知識を有するＳＦＣと協働で研究

し，従来の調査・分析方法よりも地域の特性，市民の需要に即した

分析を行う必要があることから，ＳＦＣに個人情報を提供するもの

である。 

イ  個人情報を目的外に提供することに伴う本人通知の省略について  

 個人情報を目的外に提供することに伴い通知すべき相手は多数で

あり，通知する費用や事務量が過分に必要となることから，実施機

関の事務処理の効率性が著しく損なわれるため，本人通知を省略す

るものである。 

なお，本人通知は省略するが，協定締結の旨を公表する際に当該

取組を実施するに当たり個人情報の取扱いがあることについて本市

ホームページに掲載することで事前に周知を図る。  

ウ  目的外に提供する個人情報の項目 

(ｱ) 性別 

(ｲ) 年齢 

(ｳ) 職業 

(ｴ) 症状 

(ｵ) 診断日 

(ｶ) 発症日 

(ｷ) 死亡年月日 

(ｸ) 妊娠の有無 

(ｹ) 入院優先度判断スコア 

(ｺ) 基礎疾患の有無及び症状 

(ｻ) 入院日及び退院日 



(ｼ) 重症度 

(ｽ) 同居人の有無 

(ｾ) 感染経路 

(ｿ) 患者が所属する施設の業種及び業態 

なお，ＳＦＣに提供するデータは，氏名及び住所を削除している

ため，ＳＦＣでは当該データから特定の個人を識別することはでき

ない。 

エ  個人情報を目的外に提供する相手方 

学校法人慶應義塾大学看護医療学部 

オ  提供方法及び返却方法 

    ＳＦＣにデータを提供する際の記録媒体は，ＨＤＤ又はＵＳＢメ

モリとする。記録媒体の受渡しの際には，保健予防課職員２人以上

で対応するものとし，記録媒体利用管理簿に記載した上で，協定先

のＳＦＣに直接持ち込み，本研究に際し定めたＳＦＣの管理責任者

に対し，記録媒体を直接引き渡すものとする。  

    ＳＦＣによる分析終了後，データ提供時に渡したＨＤＤ又はＵＳ

Ｂメモリに，本市が提供したデータと分析結果データを保存し，Ｓ

ＦＣから本市に返却させるものとする。  

なお，万が一記録媒体を紛失又は盗難した場合に備え，提供する

データは事前に暗号化処理する。 

(3) コンピュータ処理について 

ア  分析・研究の手法 

本市が保有する患者の性別，年齢，職業等の情報を総合的に分析

し，重症化しやすいケース，本市の患者の特徴等を明らかにする。  

イ  コンピュータ処理を行う必要性 

２０２２年（令和４年）１月１９日現在，本市が対応した患者は，

７，６４８人おり，膨大なデータを総合的に分析する作業は非常に

煩雑かつ非効率になることが想定される。そのため，事務処理の迅

速化及び効率化を図り，情報の正確な分析を目的としたコンピュー

タ処理が必要となる。 

ウ コンピュータ処理を行う手順 

  (ｱ) 分析・研究に使用するデータの抽出作業  

       患者情報１５項目から構成されるデータを情報系システム端

末内にあるＮドライブから抽出し，パスワード処理をする。 

       作業については，インターネットとは接続されていない健康

医療部の管理端末において実施する。 

   (ｲ) ＳＦＣによる分析作業 

ａ 本市の現状分析 

データ収受後，平均年齢や重症化しやすいケース等をすべて

の項目から総合的に分析し，その総括及びその結論に至った経

緯等を記した「新型コロナウイルス感染症に係る本市の状況

（令和３年度版）」を分析し，作成する。 

 



ｂ 藤沢市保健所への報告 

研究の成果物として，「新型コロナウイルス感染症に係る本

市の状況（令和３年度版）」を本市に提出する。  

藤沢市保健所は受領した「新型コロナウイルス感染症に係る

本市の状況（令和３年度版）」を本市ホームページ等で公表し，

感染症に関する正しい知識や予防に必要な情報を市民に対し

て提供し，危機意識の向上を図っていく。 

ｃ データの返却 

分析終了後，本市からＳＦＣに提供するデータはすべて本市

に返却させるものとする。 

なお，本事業に基づく研究の成果物である「新型コロナウイ

ルス感染症に係る本市の状況（令和３年度版）」については，

特定の個人を識別できる情報は含まないことから，学術的な研

究及び論文発表に使用するものとして，ＳＦＣに提供するもの

とする。ただし，学術的な研究及び論文発表に使用する場合，

本市の自治体名及び地名は公表しないものとする。  

エ コンピュータ処理を行う個人情報の項目 

(ｱ) 性別 

(ｲ) 年齢 

(ｳ) 職業 

(ｴ) 症状 

(ｵ) 診断日 

(ｶ) 発症日 

(ｷ) 死亡年月日 

(ｸ) 妊娠の有無 

(ｹ) 入院優先度判断スコア 

(ｺ) 基礎疾患の有無及び症状 

(ｻ) 入院日及び退院日 

(ｼ) 重症度 

(ｽ) 同居人の有無 

(ｾ) 感染経路 

(ｿ) 患者が所属する施設の業種及び業態 

(4) 安全対策 

ア  本市の安全対策（情報系システム端末内Ｎドライブ） 

  (ｱ) セキュリティ対策 

本市において利用するＮドライブについては，職員ポータル画

面から起動されるため，指紋認証を含めた高度なセキュリティ対

策を行っている。 

端末については，ワイヤーロックで施錠されている。 

  (ｲ) アクセス制御 

患者情報一覧については，コロナ対策業務に当たる保健予防課

及び事務応援職員のみが閲覧及び編集できるものとし，取り扱う

すべての情報に対し，不正な持ち出し，改ざん，破壊，紛失，漏



えい等が行われないよう管理を徹底する。  

イ  ＳＦＣに求める措置 

  (ｱ) 組織的安全管理措置 

ａ 個人情報管理責任者の設定 

個人情報の管理に当たっては，管理責任者及び施錠等の管理

方法を定め，情報の無断持ち出しの禁止を徹底し，紛失等の事

故が生じないよう管理をするものとする。  

ｂ 個人情報の取扱いに係る基準 

本市から提供された個人情報，本事業を履行する過程におい

て作成された個人情報に係る帳票並びに電子，磁気及びその他

の記録の管理及び保管については，条例，藤沢市情報セキュリ

ティポリシー，藤沢市情報システム管理運営規程並びにデータ

の保護及び秘密の保持等に関する仕様書を遵守し，個人情報の

保護及び安全の確保に努めることとする。  

ｃ 漏えい等の事案に対応する体制の整備  

本事業に基づく安全管理措置等が履行できない場合及び情

報漏えい等の事故が発生し，又は事故の発生が予想される場合

は，直ちにその旨を本市に通知し，本市の指示を受けるととも

に，遅滞なく事故等の状況を書面により本市に報告するものと

する。 

  (ｲ) 人的安全管理措置 

ａ 従業者への規程の周知 

個人情報の安全管理について，従業者の役割及び責任を定め

た規程等を周知することとする。 

ｂ 従業者の教育 

個人情報の安全管理について，従業者に対し，充分な教育を

行うこととする。 

ｃ 物理的安全管理措置 

(a) 個人情報を取り扱う区域の管理 

個人情報を取り扱うに当たり，施錠及び入退室管理の可能

な場所で作業するものとし，本研究に従事する者以外が容易

に個人情報を閲覧できないよう措置を講ずるものとする。  

(b) 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

個人情報を取り扱う機器，個人情報が記録された記録媒体

及び個人情報が記載された書類等は，施錠可能なキャビネッ

ト又は書庫等に保管するものとする。  

なお，個人情報を取り扱う情報システムが機器のみで運用

されている場合は，当該機器をセキュリティワイヤー等に固

定するものとする。 

(c) 記録媒体の管理 

個人情報を保存する記録媒体は，施錠できる保管庫又は施

錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等，適正に管理

するものとする。 



(d) 記録媒体の返却又は廃棄 

本事業終了時までに，本事業に係るデータを本市に返却又

は復元不可能な状態にした後に廃棄することとする。  

なお，廃棄する場合は，本市保健予防課職員立会いの下，

廃棄処理を行うものとする。 

ｄ 技術的安全管理措置 

(a) アクセス制御 

個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取

り扱う従業者を明確化し，個人情報への不要なアクセスを防

止するものとする。 

(b) 外部からの不正アクセス等の防止 

ＳＦＣが研究に使用する機器及び情報システムは，最新の

状態に保たれたウイルス対策ソフト等を使用したセキュリ

ティ環境下において管理するものとする。  

(c) 成果物の報告 

成果物等を記録媒体等で本市に提出する場合には，最新の

状態に保たれたウイルス対策ソフト等を使用し，記録媒体等

にコンピュータウイルス等の不正なプログラムが書き込ま

れていないことを確認するものとする。  

ｅ 分析結果データの受領 

本事業に使用する目的で本市がＳＦＣに提供したデータ及

び本事業に基づく分析結果データを保存した記録媒体をＳＦ

Ｃから本市へ引き渡す際には，記録媒体利用管理簿に記載した

上で，本市保健予防課職員が協定先のＳＦＣに直接受領に行く

ものとする。その際は，本市保健予防課職員は２人以上で対応

し，研究に際し定めたＳＦＣの管理責任者から記録媒体を直接

受領するものとする。 

なお，万が一記録媒体を紛失又は盗難した場合に備えて，Ｓ

ＦＣから受領するデータは事前に暗号化処理するものとする。 

(5) 実施時期（予定） 

   ２０２２年（令和４年）３月 

(6) 提出資料 

ア 患者の個人情報例 

イ 新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表

について（補足） 

ウ 新型コロナウイルス感染症に係る業務に関する連携協定書（案） 

エ データの保護及び秘密の保持等に関する仕様書  

オ 個人情報取扱事務届出書 

 

３ 審議会の判断理由 

    当審議会は，次に述べる理由により，「１ 審議会の結論」(1)から(3)

までのとおりの判断をするものである。  

 



 (1) 個人情報を目的外に提供する必要性について 

実施機関では，個人情報を目的外に提供する必要性について，次の

ように述べている。 

疫学や公衆衛生に関して専門的知識を有するＳＦＣと協働で研究

し，従来の調査・分析方法よりも地域の特性，市民の需要に即した分

析を行う必要があることから，ＳＦＣに個人情報を提供するものであ

る。 

以上のことから判断すると，個人情報を目的外に提供する必要性が

あると認められる。 

 (2) 個人情報を目的外に提供することに伴う本人通知を省略する合理

的理由について 

実施機関では，個人情報を目的外に提供することに伴う本人通知の

省略について，次のように述べている。 

個人情報を目的外に提供することに伴い通知すべき相手は多数で

あり，通知する費用や事務量が過分に必要となることから，実施機関

の事務処理の効率性が著しく損なわれるため，本人通知を省略するも

のである。 

以上のことから判断すると，個人情報を目的外に提供することに伴

う本人通知を省略する合理的理由があると認められる。  

(3) コンピュータ処理を行うことについて 

ア コンピュータ処理を行う必要性について 

実施機関では，コンピュータ処理を行う必要性について，次のよ

うに述べている。 

２０２２年（令和４年）１月１９日現在，本市が対応した患者は，

７，６４８人おり，膨大なデータを総合的に分析する作業は非常に

煩雑かつ非効率になることが想定される。そのため，事務処理の迅

速化及び効率化を図り，情報の正確な分析を目的としたコンピュー

タ処理が必要となる。 

以上のことから判断すると，コンピュータ処理を行う必要性があ

ると認められる。 

   イ 安全対策等について 

実施機関が「２ 実施機関の説明要旨」(4)ア及びイに示す安全対

策は，次のとおりである。 

  (ｱ) 本市の安全対策 

         ａ  必要最小限の担当者以外の者がデータにアクセスできない

ようにするための措置 

ア(ｱ)，ア(ｲ) 

         ｂ  システムの不正アクセスを防止するための措置  

ア(ｱ)  

         ｃ  その他の安全対策を高めるための措置 

ア(ｲ) 

         ｄ  日常的な安全対策 

ア(ｱ)  



  (ｲ) ＳＦＣに求める措置 

         ａ 必要最小限の担当者以外の者がデータにアクセスできない

ようにするための措置 

イ(ｲ)ｃ(a)，イ(ｲ)ｄ(a) 

         ｂ 担当者以外の者によるデータの外部への持ち出しを防止す

るための措置 

イ(ｱ)ａ 

         ｃ データ媒体の紛失を防ぐための措置 

   イ(ｲ)ｃ(c) 

         ｄ  ネットワークを通じた情報漏えいを防止するための措置  

イ(ｲ)ｄ(b) 

         e  データ媒体の安全性を高めるための措置  

 イ(ｲ)ｄ(c)，イ(ｲ)ｅ 

         ｆ  利用後にデータを確実に消去するための措置  

   イ(ｲ)ｃ(d) 

         ｇ  日常的な安全対策 

   イ(ｱ)ａ，イ(ｱ)ｂ，イ(ｲ)ｃ(b)，イ(ｲ)ｃ(c) 

         ｈ  実施機関がＳＦＣの安全対策を確認できるようにするため

の措置 

   イ(ｱ)ｃ，イ(ｲ)ｃ(d) 

         ⅰ  その他の安全対策を高めるための措置   

イ(ｱ)ａ，イ(ｲ)ａ，イ(ｲ)ｂ 

以上のことから判断すると，安全対策上の措置が講じられている

と認められる。 

以上に述べたところにより，コンピュータ処理を行うことは，適当

であると認められる。 

 

 

以 上  


